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四日市公害裁判は、1972 年にコンビナート企業 6 社の共同不法行為等を認めた判決が地裁で確定し、公害認定患者 9 名からな

る原告側が勝訴した。このときの判決は開発にともなう公害とそれによる健康被害の発生を認めたものであり、四日市市だけで

なくその後の公害対策が全国的に大きく進む画期をなすものだったと評価される。

しかし四日市市は、その後も開発主義のもとで工業都市としての歩みを続ける道を選んだ。これにより、さらなる産業の集積と

郊外住宅地の開発が進み、現在もなお県下最大の都市規模を誇る一方で、公害は“過去の出来事”として扱われることにもなっ

た。そのため長期的視野に立ったとき、地域社会にどのような影響が残されてきたのかは必ずしも明らかにはなっていない。

画期的判決から 50 年が経ち、現在の地域社会に公害の経験はどのように生かされてきたのか。われわれが四日市公害の経験か

ら学ぶべきことは少なくない。このシンポジウムでは、地域社会を揺るがすような事態が、いかなる長期的インパクトをもたら

すのかについて隣接分野を含めた多様な視点から考えたい。
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